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 １ 公募の趣旨                                      

東京都（以下「都」という。）では、地域の高齢者が安心して暮らせるまちづくりを推進する

ため、特別養護老人ホーム等の整備促進を図っています。一方で、都市部では地価水準が高く、

用地の確保が困難であることなどから、都有地等を活用するなど、更なる促進を図っていく必要

があります。 

このため、都では、区市町村との密接な連携の下、都有地を社会福祉法人等の民間事業者（以

下「事業者」という。）に低廉な価格で貸し付けることにより、地域の福祉インフラ整備を促進

することとしました。 

今回の公募は、都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）（平成１９年

３月２３日付１８福保高施第６３７号。以下「実施要綱」という。２９ページ参照。）に基づき、

特別養護老人ホーム等を整備し、質の高い福祉サービスを継続的に提供する事業者を募集するも

のです。 

土地を借り受ける事業者（以下「借受者」という。）の決定は、プロポーザル（提案）方式に

より、この要項に定める応募資格（２ページ「３応募資格」参照。）を満たす事業者から、施設

整備や運営についての具体的な提案を行っていただき、書類審査及びプレゼンテーション・ヒア

リングなどの結果等を総合的に評価した上で行います。 

なお、今回の整備は令和９年度以降の「品川区介護保険事業計画」に反映することを予定して

います。 

 

 ２ 公募施設及び規模等                                    

本事業は、都が土地を賃貸し、借受者が自ら特別養護老人ホーム等を建設し、自主運営してい

ただくものです。 

施設の竣工は令和１１年３月、施設の開設は令和１１年６月を目途とします。 

 

⑴ 整備施設及び規模 

ア 特別養護老人ホーム 

ユニット型  定員８０人以上 

イ 老人短期入所施設  

ユニット型  定員８人以上（ただし、特別養護老人ホーム定員の１割以上とするこ

と。） 

ウ 地域交流スペース 

※自由提案により防災拠点型地域交流スペースとすることも可能です。その場合は、東

京都補助金の併設加算（１９０㎡以上３８０㎡未満で９，０００千円、３８０㎡以上

で２７，０００千円）があり、東京都補助金における審査基準を満たすことが必要と

なります。 

⑵ その他自由提案による併設施設等 

    事業者が提案する併設施設等を併設することも可能です。併設施設及び併設する場合の条

件については、実施要綱第２条第２項を御確認ください。 

なお、従来型の特別養護老人ホームを提案いただくことも可能です。 

ただし、提案する内容については、①借受者が併設施設等の整備及び運営を行うこと、②

自由提案による併設施設等と老人短期入所施設を合計した延床面積が特別養護老人ホーム

の延床面積を超えない規模のものであること、③提案する内容については特別養護老人ホー
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ムを含め、安定した経営が見込めるものであること、の３点を満たすことが必要です。 

また、併設を希望する場合は、借受申請書提出前に、区と協議の上、提案してください。 

⑶ その他 

特別養護老人ホーム、老人短期入所施設及び上記（２）により併設する併設施設等の整備

に関しては、応募事業者はそれぞれ関係する法令の規定に基づく施設基準等を満たすととも

に、７ページ「７ 施設整備に関する基本的事項」及び９ページ「８ 施設運営に関する基

本的条件」を満たすことが必要です。 

 

 ３ 応募資格                                        

本事業に応募する事業者は、以下の資格要件を全て満たす法人であることが必要です。 

なお、同一の応募事業者が複数の提案を行うこと及び複数法人による共同応募は認めません。 

 

⑴  事業実績 

  令和７年６月２０日現在、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に定め

る特別養護老人ホーム（地域密着型特別養護老人ホームを含む。）の運営実績が１年以上あ

る社会福祉法人であること。   

⑵ 財務状況 

ア 応募時において、事業開始当初の運営資金が確保されていること。 

年間事業費（予定額）の１２分の３以上を自己資金で確保していること（金融機関から

の借入金は認められません。）。 

また、応募事業者が行っている既存事業についても、その運営資金が確保されている必

要があります。 

イ 応募時において、現状及び整備計画による負債総額が資産総額のおおむね２分の１を超

えない範囲にとどまっていること。新たに出資等を行い、補助協議時点では負債比率が改

善する見込みであっても認められません。 

ウ 過去３年間（令和４年度から６年度まで）のサービス活動増減差額が赤字でないこと。

なお、一時的な特別損失等の事由により赤字が生じた場合は相談に応じます。その場合、

赤字の理由と黒字への転換計画を提出すること。 

  ただし、過去３期連続して赤字である場合は認められません。 

⑶ その他 

ア 事業者説明会に参加していること。 

説明会開催日時：令和７年７月１７日（木曜日）１０時から１１時まで 

場所：品川区役所 第二庁舎８階 研修室 

（品川区広町２－１－３６） 

※ 参加を希望される事業者は、１７ページ「事業者説明会参加申込書」に必要事項を

記入の上、品川区役所福祉部福祉計画課施設担当宛、同年７月１５日（火曜日）正午

までに、電子メールでお申込ください。電子メール送信後、必ず受信確認の電話をし

てください（午前９時から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）。 

※ 申込先 

品川区福祉部福祉計画課施設担当 宛 

Ｅ-mail:fukushikeikaku-sisetu@city.shinagawa.tokyo.jp 

ＴＥＬ：０３－５７４２－６７３８（直通） 
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※ この説明会において、公募要項・様式以外で応募申込に必要な書類を配付します。 

※ 説明会には、公募要項・様式をお持ちください。 

イ 既設施設において、都道府県又は区市町村が実施した直近の指導検査等において指摘事

項がない、又は十分に改善されていること。 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

エ 東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱（平成１８年４月１日１７財経総第１

５４３号）に基づく指名停止期間中でないこと。 

オ 品川区工事請負業者指名停止基準（昭和５５年１０月２２日区長決定）による指名停止

期間中でないこと。 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者で

ないこと。 

キ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第

８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体に所属し、又は関与していないこと。 

 

 ４ 貸付予定地                                      

⑴ 所在地 

《地  番》 品川区東大井三丁目７００番４ 

《住居表示》 品川区東大井三丁目４番１号、２号（都営元芝アパート跡地） 

⑵ 敷地面積（公簿） 

都有地約 ３，３０９．００㎡（現況：更地） 

※ 図面類は真北調査を実施したものではありません。設計に当たっては御留意ください。 

※ 面積については契約締結時に確定します。 

現地案内図（２１ページ）／図面積（２２ページ）を参照 

⑶ 建築上の法規制等（主な用途地域等） 

ア 当該地域地区等  

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

防火・準防火 準防火地域 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

日影規制 ３Ｈ－２Ｈ（４Ｍ） 

高度地区 第二種高度地区 

イ 計画道路 

  計画道路はありません。 

ウ 地区計画 

  地区計画はありません。 

エ 埋蔵文化財 

貸付予定地は、埋蔵文化財包蔵地ではありません。 

ただし、工事中などに遺構・遺物が発見された場合には、文化財保護法第９６条第１項

により届出が義務付けられていますので、ただちに区教育委員会へ連絡してください。 
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オ その他関係法令 

建築基準法・消防法その他関係法令等を十分確認し、担当部署と協議してください。 

⑷ 接道状況 

敷地東側 建築基準法第４２条第２項の道路（現況幅員：約2.83～3.92Ｍ 区道） 

敷地南側 建築基準法第４２条第２項の道路（現況幅員：約3.30～3.91Ｍ 区道） 

敷地西側 建築基準法第４２条第２項の道路（現況幅員：約3.24～4.00Ｍ 区道） 

ア 当該地に接する区道の幅員は狭く、最大で約４Ｍとなっているため、工事車両の通行に

ついては御留意ください。 

イ 建築基準法第４２条第２項道路のセットバックが必要となります。借受者は、品川区細

街路拡幅整備要綱第５条に基づき、細街路拡幅整備協議書により区へ協議を行う必要があ

ります。 

また、細街路拡幅整備協議書の対象部分については、借受者の費用負担によりセットバ 

ックに伴う後退用地整備を区と協議の上、整備していただきます。 

なお、当該地東、西及び南側区道沿いには土留めが残置されており、一部、セットバッ

ク部分にかかっています。そのため、土留めは、借受者の負担で撤去し、竣工時には、セ

ットバック部分に支障物が存在しない状態にしていただきます。 

ウ 共有スペース（歩道状スペース、沿道緑地等）については、借受者の費用 負担により

品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱に基づき、区と協議のうえ整備す

る必要があります。 

⑸ 地中埋設物等 

   ア 敷地西側区道沿いの一部に旧建物の浄化槽基礎が残置されています。敷地を最有効活用

した場合でも基本的に撤去は不要と想定していますので、撤去する場合は、借受者の負担

で行っていただきます。 

イ 上記（４）イに記載のとおり、貸付予定地内の周囲には、土留めが残置されています。

その撤去を行う場合は、借受者の負担により行っていただきます。 

     なお、土地の貸付料の算定に際しては、価格形成要因として考慮しています。 

     上記のほか、予定外の地中埋設物又は土壌汚染等が判明した場合は、その取扱いについ

て協議を行うこととします。 

  ⑹ 仮設電柱ポール及び架空電線 

    敷地北西角辺りに仮設電柱ポール及び架空電線を設置し、仮囲いの一部に仮設照明を設置

しています。竣工後は、借受者の費用負担により、撤去・廃棄を行ってください。 

  ⑺ 町会掲示板 

   敷地南西角辺りに町会掲示板が設置されています。工事計画にあたり、支障がある場合に

は事業者の負担で仮移設していただきます。 

なお、地域交流の一環として、施設整備に当たっては、町会掲示板の設置が可能な建物一

体型式の設備を設けてください。設置する位置等は事前に都及び区と協議を行ってください。 

⑻ 越境物 

敷地南側と区道との境界線付近上空に架空電線が通っているため、設計に際しては現地状

況の確認及び東京電力（品川支社）への事前相談を行ってください。 

⑼ 敷地内の草刈り等 

借受者として決定し、定期借地権設定契約を締結した後は、事業者の負担で、敷地内の草

刈等を適宜行い、近隣住民に十分配慮した維持管理を行ってください。 

⑽ 最寄駅 
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ＪＲ京浜東北線、東急大井町線、りんかい線「大井町駅」下車徒歩約１０分 

京浜本線「鮫洲駅」下車徒歩約８分 

⑾ 所在地域の特性  

貸付予定地は、閑静な住宅街で、周辺には保育園、学校、消防署があります。 

隣地の東大井公園は、早朝から夕方まで多くの周辺住民が利用し、子どもたちの声が響き

渡ることがあるため、施設内の居室等の配置については留意してください。 

なお、東大井公園は、改修工事が計画されています。施設の建設工事と工事期間が重複す

る場合は、綿密に調整の上、周辺道路の安全対策等を徹底するとともに、選定後の設計段階

で区公園課と事前に共有してください。 

⑿ 現地の見学 

仮囲い等で囲まれているため、原則、敷地内へ入ることはできませんが、現況は確認する

ことができます。敷地外から御覧になる場合は、近隣住民に迷惑とならないよう、配慮して

ください。路上駐車や多人数での見学は御遠慮ください。 

敷地内への立ち入りを希望する場合は、都にて立ち合いのもと、対応しますので、別途御

連絡ください。 

 

※ 上記４（４）～（８）、（11）、（12）の詳細については、令和７年７月１７日（木曜日）に開

催する事業者説明会にて情報提供を行う予定です。 

 

 ５ 貸付条件等                                         

借受者は、以下の条件により都と借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に規定する定

期借地権の設定を目的とする土地賃貸借契約を締結するものとします。 

 

⑴ 貸付期間 

５０年 

⑵ 貸付開始時期 

借受者の決定後、契約を締結し、貸付けを開始します。ただし、当該施設の建設に当たっ

て施設整備費の補助を利用する場合には、契約締結の前に補助決定の内示を得ていることが

必要になります。 

⑶ 貸付料 

土地賃貸借契約の締結時点において、正式な貸付料を決めることになります。 

事業計画作成に当たっての参考額については、令和７年７月１７日（木曜日）に開催する

事業者説明会にて情報提供を行う予定です。 

⑷ 保証金 

貸付料の３０か月分（利息を付さないものとします。）。 

なお、５（１１）貸付料の見直しにより、貸付料が増額改定された場合には、改定後の貸

付料を基に新たな保証金を算出し、既納の保証金との差額を追加で納付していただきます。 

⑸ 支払方法 

ア 保証金 

都が別途指定する日までに支払うこととします。 

イ 貸付料 

都が発行する納入通知書により、四半期ごとに支払うものとします。貸付料の起算日は、
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契約により定めます。起算日が月の途中になった場合には、その月の貸付料は、日割り計

算によって算出します。 

なお、貸付料の支払が遅れた場合には、東京都公有財産規則（昭和３９年東京都規則第

９３号）第３８条の２の規定により計算された額の延滞金を徴収します。 

⑹ 借地権の登記 

借地権の設定登記はできません。 

⑺ 用途の指定 

借受者は、貸付予定地を１ページ「２ 公募施設及び規模等」に定める特別養護老人ホー

ム等用地として使用しなければなりません。 

なお、都の承諾なく目的外に利用した場合、第三者に転貸した場合は、借受地を原状回復

の上、返還していただきます。 

⑻ 施設整備 

貸付予定地で事業を行うために必要な施設、設備等は、借受者の負担で設置してください。 

施設整備費の補助を利用する場合には、別途補助協議が必要になります。法令、補助要綱

等をよく読み、整備基準に適合した設計を行ってください。 

⑼ 維持管理 

施設、設備等の維持管理に係る費用は借受者が負担することになります。 

⑽ 土地の返還 

貸付期間満了のとき又は都により土地賃貸借契約が解除されたときは、貸付予定地を借受

者の負担により施設、設備等の撤去を直ちに行い、原状回復させ、返還することになります。 

⑾ 貸付料の見直し 

ア 都は、貸付料について、契約期間の初日からその満了日までの期間につき、３年ごとに

改定できるものとします。 

      なお、改定賃料は、賃料改定年の前年の年平均の総務省統計局発表の消費者物価指数と

従前の賃料決定時の前年の年平均の総務省統計局発表の消費者物価指数とにより算出す

るものとします。 

イ 上記アにかかわらず、賃料が土地価格の変動等により近隣の土地の貸付料と比較して著

しく不相応となった場合又は貸付対象施設に関する補助制度の変更等の状況の変化があ

った場合には、都は貸付料を改定することがあります。 

⑿ その他 

契約の解除その他の事項については、都が定める契約書によります。 

 

 ６ 整備費補助について（予定）                               

  本公募事業が適用される令和８年度以降の補助内容は確定しておりません。参考として令和７

年度の補助単価等をお示しします。事業計画作成に当たっては、下記単価を参考にしてください。 

  ただし、実際の交付単価を保証するものではありませんので、御注意ください。 

なお、借受者としての選定は補助内示を保証するものではありません。別途、補助協議による

審査が必要です。特に財務状況については、補助協議時点の直近までの決算書で審査しますので、

御注意ください。 

また、１ページ「２（２）その他自由提案による併設施設等」においても、整備費補助等の対

象となる場合があります。 

補助金の協議等のスケジュール（参考）については、令和７年７月１７日（木曜日）に開催す
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る事業者説明会にてお伝えいたします。 

老人福祉施設等施設整備費補助（都補助制度） 

補助協議に際しては、別途都が定める「特別養護老人ホーム等施設整備基本指針」、「老人福祉

施設整備費補助要綱」、「社会福祉施設整備費補助対象法人審査要領」及び「老人福祉施設整備費

補助審査基準」等に適合する必要があります。 

【補助単価】 

⑴ 特別養護老人ホーム（併設する老人短期入所施設を含む。） 

＜定員１人当たり＞ 

基準単価（ユニット型） ５,０００千円×１．８（促進係数） 

物価調整額６，１１０千円 

⑵ 防災拠点型地域交流スペース（自由提案） 

＜１施設当たり＞ 

１９０㎡以上３８０㎡未満のとき ９，０００千円 

３８０㎡以上のとき ２７，０００千円 

 

  【ＤＸ推進コンサルティング経費補助】 

    開設時からデジタル介護機器等を円滑にできるようにするため、設計段階から整備期間中、 

開設後の機器の活用まで一気通貫したコンサルティング経費を補助 

補助基準額：２，０００千円 補助率：３/４ 

 

上記コンサルティング経費を活用した場合、開設準備経費等支援事業の補助基準額とは別

に、デジタル介護機器等の導入にかかる経費について上乗せ補助を活用することが可能 

補助基準額：８０，０００千円 補助率：：３/４ 

 

※上記の補助金申請に当たっては、区へ事前相談を行った上で、別途、都に補助協議書を提

出する必要があります。 

※整備費補助金は、工事出来高に応じて年度ごとに支払います。 

※その他自由提案による併設施設等に関する補助制度については、区への事前相談の際に個

別に御説明いたします。 

 

 ７ 施設整備に関する基本的事項                                

  施設の整備については、以下の関係法令等とともに留意事項を遵守していただきます。 

  また、３ページ「４ 貸付予定地（３）建築上の法規制等」に記載されている規制に留意し、

その定めに従うとともに近隣に与える影響にも十分配慮してください（国、都及び区等から指導

があった場合も同様とします。）。 

なお、施設整備に関する補助制度の利用を予定する場合には、それぞれの補助基準に合致した

計画であることが必要です（６ページ「６ 整備費補助について（予定）」参照）。 

 

⑴ 施設建設 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

イ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平成１５年東京都条例第

１５５号） 

   ウ 東京都建築安全条例（昭和２５年東京都条例第８９号） 
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エ 東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第３３号） 

オ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号） 

カ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

キ 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和５３年東京都条

例第６４号） 

ク 品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和５３年品川区条

例第４４号） 

ケ 品川区景観条例（平成２２年品川区条例第３１号） 

コ 品川区細街路拡幅整備要綱（昭和６３年要綱制定） 

サ 品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱（昭和６３年要綱第３号）  

シ 品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱（平成２５年要綱６９号） 

ス 品川区みどりの条例（平成６年品川区条例第１９号） 

セ その他関係法令、条例及び規則等  

⑵ 施設の設備等 

ア 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号） 

   イ 介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

ウ 東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年東京都条例

第４０号） 

エ 東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年東

京都条例第４１号） 

オ 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４

年東京都条例第１１１号） 

カ 東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成２４年東

京都規則第４４号） 

キ 東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成

２４年東京都規則第４５号） 

ク 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

（平成２４年東京都規則第１４１号） 

   ケ その他関係法令、条例及び規則等 

建築業者については、都が定める「老人福祉施設及び介護保健施設の整備費補助等に係

る契約手続基準」に基づき、都と協議の上、入札を行ってください。 

⑶ 施設整備上の留意事項 

  各施設の設備は、上記（１）及び（２）の法令等のほか、都の定める特別養護老人ホーム

及び併設ショート（ユニット型）施設整備費補助審査基準等を満たすものとし、専ら当該施

設専用のものとしてください。ただし、入所者へのサービス提供に支障がない場合は、設備

の一部を共用にすることができます。 

⑷ 防災関係設備 

防火設備の設置に関する消防庁の指導を遵守してください。 

また、消防法令上の設置義務が無い施設であっても、自動火災報知設備、消防機関へ通報

する火災報知設備及びスプリンクラー設備の消防用設備を設置してください。 

加えて、避難対策のため、各居室に面したバルコニーを設置し、避難階段に接続させてく

ださい。  

⑸ 地域交流スペース 
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地域住民が集い、各種講座、行事の開催、会合等に活用できる地域交流スペースを設置し

てください。 

また、感染症対策として、施設利用者と地域交流スペースの利用者との動線分離を考慮す

るとともに、トイレ等の共有を避けるため、設備の配置にも留意してください。 

⑹ 地域住民への対応 

借受者決定後、事業計画について、日影、騒音、視線、通行車両等の周辺の住環境に十分

に配慮するとともに、地域住民に対して丁寧な説明に努め、十分理解を得た上で、計画を進

めてください。ただし、本公募による借受者として決定されるまでは、都又は区が主催する

場所以外で、個別に地域住民に対する説明や調整等は行わないでください。 

また、建設工事に伴う振動・騒音・安全等の対策のほか、地域住民からの苦情・要望に十

分に対応できる事業計画を作成し、施工に当たっては、事前の説明とともに、工事期間中も

苦情・要望があった際は、迅速かつ丁寧に対応してください。 

⑺ 着工時期 

施設整備に関する補助制度を利用する場合は、対象となる補助基準において示す着工及び

出来高を上げることが必要です。 

⑻ その他 

ア 施設の建築に当たっては、周辺地域と調和したこの地区にふさわしいものとしてくださ

い。 

イ 借受者は、施設整備のため必要に応じて土地の測量、地盤調査等を自己の責任及び費用

において行ってください。  

ウ 工事車両の通行に際しては、十分な安全対策を講じるとともに、砂埃や騒音についても

近隣への影響を最小限に抑える対策を講じてください。 

 

 ８ 施設運営に関する基本的条件                               

  以下の項目を施設運営の条件とします。 

 

⑴ 基本協定の締結 

借受者決定後、提案された事業を確実に実施していただくために、区と借受者の間で基本

協定を締結していただきます。 

⑵ 事業実施期間 

本公募に基づいて整備する施設は、都及び区がやむを得ないと認める事情がある場合を除

き、貸付期間満了まで継続して事業を実施していただきます。 

⑶ 指定・認可 

  本事業で整備する介護サービス事業所・施設の開設に当たっては、関係法令等に基づき、

都又は区の指定・認可を受けるなど、必要な手続きを行ってください。 

⑷ 入所調整 

入所判定は、申込者の優先度等を基に施設の入所審査会で判断していただきますが、品川

区では特別養護老人ホームに入所を希望する方について、必要度の高い方から入所できるよ

う、基準を設け全体の調整を図っております。入所については、品川区特別養護老人ホーム

入所調整等に御協力をお願いします。 

また、入所申込者のニーズを踏まえた円滑な入所調整に資するよう、入所者の受入れに係

る方針を定めて下さい。 
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⑸ 福祉サービス第三者評価 

福祉サービス第三者評価を定期的に受審してください。 

⑹ 利用者負担 

土地賃借料の減額や都及び区の施設整備費補助等を反映し、利用者の負担額を軽減してく

ださい。 

なお、施設開設時の居住に要する費用・食費等(以下「居住費等」という。)は、原則とし

て、借受申請書類提出時における居住費等からの増額は認められません。 

また、特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設入所者の利用料負担の軽減を図るため、

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について（平成

１２年５月１日付厚生労働省通知）」に定める社会福祉法人による利用者負担軽減制度を利

用してください。 

⑺ 地域住民への対応 

施設の運営に当たっては、地域住民に対し十分な説明を行い、要望に対して、誠実に対応

してください。 

また、日常的に地域との交流を図るなど、地域住民との友好関係を構築し、地域に開かれ

た運営を行うとともに、地域福祉向上に貢献できる運営を行ってください。 

なお、敷地周辺道路は近隣小学校の通学路等となっていますので、施設への送迎及び利用

などによる車両の通行に当たっては、地域住民を含め危険を伴わない車両動線及び運行計画

としてください。 

  ⑻ 地域交流スペースの活用 

    平常時には、地域交流スペースを活用して、子どもから高齢者まで多世代の地域住民等が

参加できる地域交流事業を実施してください。 

  ⑼ 災害時の対応について 

 災害時には、利用者のみならず地域住民と協力をし、対応していただくよう運営を行って

ください。 

※場合によっては、区と協定を締結し、福祉避難所として指定させていただく場合がござい

ます。 

⑽ 施設の名称 

施設の名称については、区と協議していただきます。 

 

 ９ 質疑及び回答                                      

⑴  質疑者の資格 

令和７年７月１７日（木曜日）に開催する事業者説明会に参加した事業者とします。 

⑵  質疑の方法 

必要事項及び質疑の内容を別添「質問票」（１８ページ参照）に記載の上、電子メールに

より(３)イの送付先に送付するとともに、必ず電話にて到着確認をしてください。これ以外

の方法（電話、訪問等）による質問には応じられません。 

⑶ 受付期間及び送付先 

ア 受付期間 

令和７年７月１８日（金曜日）から同年７月２５日（金曜日）まで 

※ ７月２５日（金曜日）午後５時までに受信したものを有効とします。 

※ 必ず電話にて到着確認をしてください（午前９時から午後５時まで。ただし、土曜
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日、日曜日及び祝日を除く。）。 

イ 送付先 

  品川区福祉部福祉計画課施設担当 宛 

  Ｅmail：fukushikeikaku-sisetu@city.shinagawa.tokyo.jp 

ＴＥＬ：０３－５７４２－６７３８（直通） 

⑷ 回答の方法 

令和７年８月下旬を目途に、全ての質疑回答書を東京都公式ホームページに掲載します。

質疑回答書は、この要項と一体のものとして、この要項と同等の効力を有するものとします。 

 

 10 応募申込書類の提出                                   

本公募への申込みを希望する事業者は、次により応募申込書類を提出してください。区にこれ

らの書類を提出した事業者を応募申込者とします。 

 

⑴ 提出書類 

ア 応募申込書                        様式１ 

   イ 法人の沿革・概要                     様式２ 

   ウ 事業所一覧                        様式３ 

   エ 理事会役員一覧表                     様式４ 

オ 評議員一覧表                       様式５ 

カ 理事長の経歴書  

キ 法人運営に関する基本的な考え方・理念           様式６ 

   ク 現在、実施している全ての施設に関する資料（特色及び事業概要等、パンフレット可） 

ケ 法人及び既存運営施設の直近の監督官庁の実地検査等結果（指摘事項及び改善報告書

等）及び既存運営施設の第三者評価結果（改善すべき事項） 

コ 担当者連絡先                       様式７ 

   サ 法人定款（最新のもの） 

   シ 法人登記事項証明書（全部事項証明、応募申込前３か月以内に発行されたもの） 

ス 法人代表者の印鑑証明書（応募申込前３か月以内に発行されたもの） 

   セ 決算書及び財務関係書類（令和４年度から６年度まで） 

法人全体（総括）の貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録、現

況報告書、社会福祉充実残額算定シート、監事監査報告書、計算書類の付属明細書、事業

報告書、計算書類の注記（各拠点区分も含む）、社会福祉充実計画（社会福祉充実残額が

生じた場合のみ）を提出してください。 

     令和６年度の決算書については、本計画の自己資金としてどの資金を充当するか該当箇

所をマーキングし注書きしてください。 

     なお、応募申込書類提出時点に、令和６年度決算が確定していない場合は、借受申請書

類提出日までに令和６年度の決算書及び財務関係書類を提出してください。    

ソ 預金残高証明書（令和５年から７年までの各年３月３１日付及び応募申込前直近月末付

けのもの） 

タ 納税証明書 

  対象：法人税、消費税、法人地方税・事業税 

  期間：直近過去３か年分（令和４年度から令和６年度まで） 
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⑵ 提出部数・綴り方 

   ア 正本２部 

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイトル・法人名を記入し、

各書類番号（１９ページを参照）及び書類名を記載したインデックスを付して提出してく

ださい。 

イ 副本２部 

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等は一切使用

しないでください。 

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号（１９ページを参照）及び書類名

を記載したインデックスを付して提出してください。 

また、決算書類等の名称が記載されている書類については、黒マジック等で名称部分を

塗抹してください。 

ウ 抄本８部 

対象書類については、１９ページを御参照ください。 

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等は一切使用

しないでください。 

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号（１９ページを参照）及び書類名

を記載したインデックスを付して提出してください。 

また、名称が記載されている書類については、黒マジック等で名称部分を塗抹してくだ

さい。 

⑶ 提出日時及び提出場所 

ア 提出日時 

     令和７年８月６日（水曜日）から同年８月８日（金曜日）まで 

     午前９時から午後５時まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

※ 提出に際しては、電話予約の上、御来庁ください。 

   イ 提出場所 

     東京都品川区広町２－１－３６ 

     品川区役所福祉部福祉計画課施設担当 

品川区役所 本庁舎３階 

     電話：０３－５７４２－６７３８（直通） 

 

 11 借受申請書類の提出                                   

  応募申込者は、次により借受申請書類を提出してください。区にこれらの書類を提出した事業

者を応募者とします。所定の期間内に申請書類が提出されなかった場合には、応募を辞退したも

のとみなします。 

７ページ「７ 施設整備に関する基本的事項」及び９ページ「８ 施設運営に関する基本的条

件」に沿って提案してください。 

  なお、提出締切日を過ぎてからの計画内容の変更は受け付けません。 

併設施設等に関する各様式の作成方法については、区と協議の上、提出してください。 

 

⑴ 提出書類 

   ア 都有地等借受申請書                    第１号様式 
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   イ 事業計画 

(ｱ) 事業計画概要                      様式８ 

(ｲ) 事業参入理由書                     様式９ 

(ｳ) 事業運営に関する提案内容                様式１０ 

    (ｴ) 事業費・資金調達内訳等一覧表              様式１１ 

    (ｵ) 事業費・資金調達内訳等一覧表(他の整備計画)       様式１１-２ 

    (ｶ) 公募案件以外の整備計画の有無（ある場合は計画概要、事業費・ 

資金調達内訳等一覧表を提出）               様式１２   

    (ｷ) 既存運営施設の改築・大規模改修計画（実施予定年度と必要経 

費の見込み）                                            様式１３   

    (ｸ) 初期総投資額の積算根拠                 様式１４ 

    (ｹ) 資金収支見込計算書（総括表・内訳書）          様式１５ 

    (ｺ) 資金収支見込計算書・積算根拠（収入）          様式１６-１ 

    (ｻ) 資金収支見込計算書・積算根拠（人件費）         様式１６-２ 

    (ｼ) 資金収支見込計算書・算定根拠（居住費等）        様式１６-３ 

    (ｽ) 事務費及び事業費の算定根拠               参考様式１ 

    (ｾ) 職員配置計画書                     様式１７-１ 

    (ｿ) ローテーション表                    様式１７-２ 

   ウ 図面等 

(ｱ) 建設設計図面上での考え方                様式１８ 

(ｲ) 建物配置図                       Ａ３判 

  (ｳ) 各階平面図                       Ａ３判縮尺1/200以上 

(ｴ) 立面図 （四方向からのもの）              Ａ３判縮尺1/300以上 

    (ｵ) 有効居室面積表                     参考様式２ 

(ｶ) 室別面積表（事業別・階層別、共用面積算出表）      様式１９ 

エ 詳細計画 

(ｱ) 開設までのスケジュール                 様式２０ 

(ｲ) 工事見積書 

     (ｳ) 工事費費目別内訳書、面積・事業費按分表等        様式２１ 

    (ｴ) 借入金償還計画等一覧表                 様式２２ 

    (ｵ) 建築・消防所管部署との相談経緯報告書          様式２３ 

オ 当該公募事業に係る理事会又は準備会の議事録（写） 

   カ 預金残高証明書（「事業費・資金調達内訳等一覧表」の自己資金が確認できる口座分（令

和７年８月末現在）） 

     ・別紙、預金残高一覧表（複数口座の場合）         参考様式３ 

キ 寄附者に関する書類 

(ｱ) 寄附者一覧                       様式２４ 

(ｲ) 贈与契約書（写）                    参考様式４ 

(ｳ) 寄附者の印鑑証明書 

(ｴ) 寄附者の預金残高証明書（寄附予定額が確認できる口座分（令和７年８月末現在）） 

   ・別紙、預金残高一覧表（複数口座の場合）                参考様式３ 
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ク その他 

(ｱ) 既存運営施設の職員離職率・有給休暇取得率（令和４年度から６年度まで） 

様式２５ 

(ｲ) 既存運営施設の運営推進会議の実施状況・研修参加状況（令和４年度から６年度まで） 

 

⑵ 提出部数・綴り方 

ア 正本２部 

     ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイトル・法人名を記入し、

各書類番号（２０ページを参照）及び書類名を記載したインデックスを付して提出してく

ださい。 

イ 副本２部 

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等は一切使用

しないでください。ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号（２０ページを

参照）及び書類名を記載したインデックスを付して提出してください。 

ウ 抄本８部 

対象書類については、２０ページを御参照ください。 

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等は一切使用

しないでください。ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号（２０ページを

参照）及び書類名を記載したインデックスを付して提出してください。 

   エ ＣＤ-ＲＯＭ１枚 

     提出書類のうち、所定様式のものについては、紙媒体のほかに電子データもＣＤ-ＲＯ

Ｍに保存して提出してください。 

⑶ 提出時期及び場所 

   ア 提出日時 

     令和７年９月１７日（水曜日）から同年９月１９日（金曜日）まで 

     午前９時から午後５時まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

※ 提出に際しては、電話予約の上、御来庁ください。 

   イ 提出場所 

     東京都品川区広町２－１－３６ 

     品川区役所福祉部福祉計画課施設担当 

品川区役所 本庁舎３階 

     電話：０３－５７４２－６７３８（直通） 

 

 12 書類作成上の留意点（上記 10及び 11について）                          

⑴ 追加書類の提出・現地視察の実施 

都及び区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、又は現地視察を実施することが

あります。 

⑵ 提出書類（応募申込書類及び借受申請書類）の取扱い 

応募申込書類及び借受申請書類の著作権は、応募申込者及び応募者に帰属します。ただし、

都及び区は、借受者の公表等必要な場合には、応募申込書類及び借受申請書類の内容を応募

申込者及び応募者の許可無く無償で使用できるものとします。 
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なお、提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

⑶ 費用の負担  

本公募に関し必要な費用は、応募申込者及び応募者の負担とします。 

⑷ 使用言語及び単位 

提出書類における言語は日本語、単位はメートル法を使用することとします。 

⑸ 資料の取扱い 

都及び区が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的での使用を禁じます。また、この

検討の目的の範囲内であっても、都及び区の了承を得ることなく、第三者に対して、これを

使用させ、又は内容を提示することを禁じます。 

  

 13  借受者の選定方法                                   

⑴ 借受者の決定方法 

     区で審査を行い、応募者に関する意見書を都へ提出します。区の審査は、書類審査を行い、

応募事業者が多数の場合には、上位５者程度を対象に、プレゼンテーション・ヒアリングに

より実施します。なお、必要に応じて現地視察を行う場合があります（実施する際は、区よ

り別途通知します。）。 

都では区からの応募者に関する意見書を踏まえ、都有地等利用事業者選定委員会の審査を

経て、借受者を福祉局長が決定します。 

    なお、審査基準により、該当する事業者がないときは、借受者を決定しない場合がありま

す。 

    また、借受者が事業の実施が困難となった場合には、再度審査会を開催し、改めて借受者

の選定を行う場合があります。 

⑵ 審査基準 

都においては、「都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業に関する利用事業者審査

基準（３９ページ）」、区においては区の選定委員会が別途定めた審査基準により審査を行い

ます。具体的には下記の事項を重視して審査を行います。 

ア 運営の確実性（財務状況、管理・運営体制、採算性等） 

   イ 運営方針・理念（経営理念、運営方針、人材養成の方針等） 

   ウ サービス内容（サービス体制、権利擁護の取組等） 

   エ 地域・関係機関との連携 

   オ 施設内容（各施設機能（使いやすさ、居住性、プライバシー、安全性等）、地域・景観

への配慮等） 

⑶ 審査結果の通知 

審査の結果は文書で通知します。 

⑷ 借受者の公表 

応募の状況、借受者として決定した事業者名及びその提案内容の概要について、東京都公

式ホームページ及び品川区公式ホームページで公表します。 

（東京都公式ホームページ http://www.metro.tokyo.jp） 

（品川区公式ホームページ http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/） 

原則として、借受者以外の応募者名、応募内容等は公表しません。 

 

 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
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              【公募・審査の流れ（予定）】 

 

 

令和７年  ６月２０日（金曜日）から  

 

 

       ７月１７日（木曜日） 

 

 

 ７月１８日（金曜日）から 

７月２５日（金曜日）まで                     

 

 

       ８月６日（水曜日）から 

       ８月８日（金曜日）まで 

 

 

８月下旬                     

 

 

  ９月１７日（水曜日）から                    

９月１９日（金曜日）まで                     

 

 

        ９月下旬から 

       Ｒ８年２月まで   

 

 

令和８年３月                     

 

 

 令和９年  ７月以降 

     （施設整備費補助内示後） 

 

 

 

 

 

品川区 福祉部 福祉計画課 施設担当 宛 

Ｅmail：fukushikeikaku-sisetu@city.shinagawa.tokyo.jp 

ＴＥＬ：０３－５７４２－６７３８（直通） 

借受者の決定・発表 

代金の支払い・土地の貸付け 

 

審 査 

借受申請書類提出期間 

応募申込書類提出期間 

質疑受付期間 

公募要項発表 

賃貸借契約の締結 

質疑回答 

事業者説明会 
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事業者説明会参加申込書 

 

品川区東大井三丁目都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業 

 

日時：令和７年７月１７日（木曜日） 午前１０時から１１時まで 

 

会場：品川区役所 第二庁舎８階 研修室 （品川区広町２－１－３６） 

 

法人名  

所在地  

担当者名  職名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

 

 

 

出席予定者（１法人２名まで） 

氏名  職名  

氏名  職名  

 

 

※ 電子メールにより、令和７年７月１５日（火曜日）正午までに提出してください。 

  なお、この事業者説明会への参加は、応募申込への前提条件となります。 

※ 必ず電話にて到達確認をしてください。 

※ 説明会には、公募要項・様式をお持ちください。 

 

 

品川区 福祉部 福祉計画課 施設担当 宛 

 

Ｅmail：fukushikeikaku-sisetu@city.shinagawa.tokyo.jp 

ＴＥＬ：０３－５７４２－６７３８（直通） 

 

 

 



18 

 

質 問 票 

 

 

品川区東大井三丁目都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業 

 

 

法 人 名  

所 在 地  

担 当 者  

連 絡 先 
Ｅmail： 

ＴＥＬ： 

 

 

※質問事項１件ごとに記入してください。質問数に応じて、行の追加・削除をしてください。 

№ 公募要項該当箇所 質問内容 

 〇ページ〇行目  

 〇ページ〇行目  

 〇ページ〇行目  

 〇ページ〇行目  

 〇ページ〇行目  

 

 

 

※ 電子メールにより、令和７年７月２５日（金曜日）午後５時までに提出してください。 

※ 必ず電話にて到達確認をしてください。 
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提出資料一覧（応募申込書類） 

 
№ 提出書類 様式 

提出物 

 ※ 

応 

募 

申 

込 

書 

提 

出 

時 

必 

要 

書 
類 

１ 応募申込書 様式１ 〇 

２ 法人の沿革・概要 様式２ 〇 

３ 事業所一覧 様式３ 〇 

４ 理事会役員一覧表 様式４ 〇 

５ 評議員一覧表 様式５ 〇 

６ 理事長の経歴書  〇 

７ 法人運営に関する基本的な考え方・理念 様式６ 〇 

８ 
現在、実施している全ての施設に関する資料（特色及び事業概要等、

パンフレット可） 
 〇 

９ 

法人及び既存運営施設の直近の監督官庁の実地検査等結果（指摘事

項及び改善報告書等）及び既存運営施設の第三者評価結果（改善す

べき事項） 

 〇 

10 担当者連絡先 様式７ ▲ 

11 法人定款（最新のもの）  ▲ 

12 
法人登記事項証明書（全部事項証明、応募申込前３か月以内に発行

されたもの） 
 ▲ 

13 
法人代表者の印鑑証明書（応募申込前３か月以内に発行されたも

の） 
 ▲ 

14 

決算書及び財務関係書類（令和４年度から６年度まで） 

法人全体（総括）の貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計

算書、財産目録、現況報告書、社会福祉充実残額算定シート、監事

監査報告書、計算書類の付属明細書、事業報告書、計算書類の注記

（各拠点区分も含む）、社会福祉充実計画（社会福祉充実残額が生

じた場合のみ） 

 ▲ 

15 
預金残高証明書（令和５年から７年までの各年３月３１日付及び応

募申込前直近月末付けのもの） 
 ▲ 

16 
納税証明書（法人税、消費税、法人地方税・事業税、直近過去３か

年分（令和４年度から６年度まで）） 
 ▲ 

※「〇」の書類は、正本、副本、抄本いずれも御提出ください。 

 「▲」の書類は、正本、副本のみ御提出ください。 
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№ 提出書類 様式 

提出物 

 ※ 

借 

受 

申 

請 

書 

提 

出 

時 

必 

要 
書 

類 

１ 都有地等借受申請書 第１号様式 〇 

２ 事業計画概要 様式８ 〇 

３ 事業参入理由書 様式９ 〇 

４ 事業運営に関する提案内容 様式１０ 〇 

５ 事業費・資金調達内訳等一覧表 様式１１ 〇 

６ 事業費・資金調達内訳等一覧表(他の整備計画) 様式１１-２ 〇 

７ 
公募案件以外の整備計画の有無（ある場合は計画概要、事業費・ 

資金調達内訳等一覧表を提出） 
様式１２ 〇 

８ 
既存運営施設の改築・大規模改修計画（実施予定年度と必要経 

費の見込み） 
様式１３ 〇 

９ 初期総投資額の積算根拠 様式１４ 〇 

10 資金収支見込計算書（総括表・内訳書） 様式１５ 〇 

11 資金収支見込計算書・積算根拠（収入） 様式１６-１ 〇 

12 資金収支見込計算書・積算根拠（人件費） 様式１６-２ 〇 

13 資金収支見込計算書・算定根拠（居住費等） 様式１６-３ 〇 

14 事務費及び事業費の算定根拠 参考様式１ 〇 

15 職員配置計画書 様式１７-１ 〇 

16 ローテーション表 様式１７-２ 〇 

17 建設設計図面上での考え方 様式１８ 〇 

18 建物配置図 Ａ３判 〇 

19 各階平面図 Ａ３判 〇 

20 立面図（四方向からのもの） Ａ３判 〇 

21 有効居室面積表 参考様式２ 〇 

22 室別面積表（事業別・階層別、共用面積算出表） 様式１９ 〇 

23 開設までのスケジュール 様式２０ 〇 

24 工事見積書  〇 

25 工事費費目別内訳書、面積・事業費按分表等 様式２１ 〇 

26 借入金償還計画等一覧表 様式２２ 〇 

27 建築・消防所管部署との相談経緯報告書 様式２３ 〇 

28 当該公募事業に係る理事会又は準備会の議事録（写）  〇 

29 

預金残高証明書（「事業費・資金調達内訳等一覧表」の自己資

金が確認できる口座分、令和７年８月末現在） 

 ・別紙 預金残高一覧表（複数口座の場合） 

参考様式３ ▲ 

30 寄附者一覧 様式２４ ▲ 

31 贈与契約書（写） 参考様式４ ▲ 

32 寄附者の印鑑証明書  ▲ 

33 

寄附者の預金残高証明書（寄附予定額が確認できる口座分（令

和７年８月末現在）） 

 ・別紙 預金残高一覧表（複数口座の場合） 

参考様式３ ▲ 

34 
既存運営施設の職員離職率・有給休暇取得率（令和４年度から

６年度まで） 
様式２５ 

〇 

35 
既存運営施設の運営推進会議の実施状況・研修参加状況（令和

４年度から６年度まで） 
 〇 

提出資料一覧（借受申請書類） 

※「〇」の書類は、正本、副本、抄本いずれも御提出ください。 

 「▲」の書類は、正本、副本のみ御提出ください。 
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公図（写し） 
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公図写し連続図（写し） 
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地積測量図（写し）(１/４) 
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(２/４) 
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(３/４) 
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(４/４) 
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面積測量図（写し） 

 

 



29 

 

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢） 

                                                                                 

                                                       

                                 １８福保高施第６３７号                               

平成１９年３月２３日 

                            改正   １９福保高施第９９８号 

                                  平成２０年３月２６日 

                           改正  ２０福保高施第１０４５号 

                                  平成２１年３月２４日 

                           改正  ２２福保高施第２２６１号 

平成２３年６月２日 

                           改正  ２６福保高施第１１６０号 

平成２６年１１月１３日 

改正  ２６福保高施第２１２８号 

平成２７年４月１日 

改正  ２８福保高施第１８５４号 

平成２９年３月３日 

   改正    ２９福保高施第６１号 

平成２９年５月２日 

改正  ２９福保高施第２２３８号 

平成３０年３月３０日 

改正     ３福保高施第３８号 

令和３年４月１日 

 改正    ４福保高施第３８４号 

令和４年５月３０日 

改正    ５福保高施第３４２号 

令和５年７月１日 

改正   ５福祉高施第１２０３号 

令和６年３月２９日 

 

 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「都有地等を活用した民間事業者支援制度に関する要綱」（平成１４

年１０月２８日付１４財財総第２１０号知事決定）及び「『都有地活用による地域の福祉イ

ンフラ整備事業』に係る財産処理等の方針について」（平成２７年３月９日付２６福保総企

第７４８号知事決定）に基づき、東京都（以下「都」という。）が所有する土地（建物があ

る場合には、これを含む。以下「都有地等」という。）のうち未利用の都有地等の貸付けに

係る基本的事項を定め、もって地域に密着した生活の場（以下「地域の福祉インフラ」とい

う。）の整備を促進し、福祉改革の推進を図ることを目的とする。 

 

（対象となる地域の福祉インフラ等） 

第２条 この要綱の対象となる地域の福祉インフラは、次に掲げるものとする。 
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（１）認知症高齢者グループホーム 

老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業

の用に供する施設 

（２）特別養護老人ホーム 

老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム 

（３）介護老人保健施設 

   介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人保健施設 

（４）軽費老人ホーム 

   老人福祉法に規定する軽費老人ホーム 

（５）小規模多機能型居宅介護事業所 

   老人福祉法に規定する小規模多機能居宅介護事業の用に供する施設 

（６）複合型サービス事業所 

   介護保険法第８条第２３項第１号に規定する複合型サービス事業の用に供する施設 

（７）介護医療院 

    介護保険法に規定する介護医療院 

２ 前項に定める対象施設に、介護保険法又は老人福祉法に規定する施設又は事業所及び児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する事業所内保育事業を行う施設（別表１のとおり。以

下「併設施設等」という。）を併設する場合であって、以下の条件を全て満たす場合については、

都有地等の貸付けを行うことができるものとする。 

（１）当該都有地等を借り受ける者（以下「借受者」という。）が併設施設等の整備及び運営を行う

こと。 

（２）併設施設等を整備することについて当該都有地等の所在する区市町村の長（以下「関係区市

町村長」という。）からの要請があること。 

（３）併設施設等が対象施設の延床面積を超えない規模のものであること。なお、併設施設等を複

数整備する場合の合計延床面積についても対象施設の延床面積を超えない規模のもので

あること。 

３ 第１項に定める対象施設のうち介護老人保健施設又は介護医療院に、医療法（昭和２３年法律

第２０５号）に規定する病院又は診療所（以下「併設病院等」という。）を併設する場合であって、

以下の条件を全て満たす場合については、都有地等の貸付けを行うことができるものとする。 

（１）借受者が併設病院等の整備及び運営を行うこと。 

（２）併設病院等を整備することについて関係区市町村長からの要請があること。 

（３）併設病院等が当該対象施設の延床面積を超えない規模のものであること。 

 

（対象となる都有地等） 

第３条 この要綱の対象となる都有地等は、都において利用予定のないものの中から、財務 

局長が決定する。 

 

（貸付けの対象となる民間事業者） 

第４条 都有地等の貸付対象者は、福祉局長が別に定める民間事業者のうち、対象となる都有

地等において地域の福祉インフラを整備運営するものとする。 

 

（貸付条件） 

第５条 都有地等を前条の定める民間事業者に貸し付ける条件（以下「貸付条件」という。） 
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は、次のとおりとする。 

  （１）第２条に定める地域の福祉インフラを含めた施設を整備運営するために使用すること。 

  （２）（１）の事業を行うために必要な施設、設備等は、借受者の負担で設置すること。 

  （３）施設、設備等の維持管理に係る費用を借受者が負担すること。 

  （４）（１）の事業が、貸し付ける都有地等及びその周辺地域の安全、環境等に影響を及ぼさ

ないよう配慮すること。 

  （５）第三者に転貸しないこと。 

 （６）第１１条に定める貸付期間の満了のとき、借受者側の理由により貸付契約を打切るとき

又は第１４条第２項後段に定める貸付契約の解除のときは、借り受けた都有地等を直ちに借

受者の負担により施設、設備等の撤去等を行い、原状に回復させ、返還すること。 

  （７）前各号に定めるもののほか、福祉局長が必要と認める条件。 

 

（公募） 

第６条 福祉局長は、関係区市町村長と協議の上、都有地等の借受者を公募する。 

２ 福祉局長は、前項に定める公募に関する事務を関係区市町村長に委任することができる。 

３ 公募に応じる者（以下「応募者」という。）は、都有地等借受申請書（別記第１号様式）

２部を福祉局長に提出しなければならない。 

４ 貸付対象となる都有地等の所在、面積その他公募に必要な事項は、別途福祉局長が定める。 

 

（関係区市町村長への意見聴取） 

第７条  福祉局長は、公募の期間満了後、前条第３項の規定に基づき提出された都有地等借

受申請書のうち１部を、関係区市町村長に速やかに送付し、応募者についての意見聴取を依

頼する。依頼を受けた区市町村長は、書面によりその意見を福祉局長に通知する。 

 

（審査会） 

第８条  福祉局長は、前条の借受対象候補者について、借受者としての適格性等を審査する

ため、都有地等利用事業者選定審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、福祉局長が別に定める審査基準に基づき、適正に審査しなければならない。 

３ 審査会の委員は、別表２のとおりとする。 

 

（借受者の決定等） 

第９条 福祉局長は、審査会の審査を経て貸付けの適否を決定し、貸し付けることを決定した

ときは都有地等貸付決定通知書（別記第２号様式）により、貸し付けないことを決定したと

きは都有地等不貸付決定通知書（別記第３号様式）により、その旨を応募者に通知する。 

２ 福祉局長は、財務局長及び関係区市町村長に対し、借受者を通知する。 

 

（貸付契約） 

第１０条  東京都知事は、前条第１項の規定により貸付けを決定した者と貸付契約を締結す 

る。 

２ 土地の貸付契約の形態は、借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に基づく定期借地権

設定契約とする。ただし、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービ

ス事業所については、同法第２３条に基づく事業用定期借地権等設定契約とすることができる。 

建物の貸付契約の形態は、借地借家法第３８条に基づく定期建物賃貸借契約とする。 
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（貸付期間） 

第１１条 土地の貸付けにおける貸付期間は、定期借地権設定契約については５０年、事業用

定期借地権等設定契約については１０年以上５０年未満（ただし、施設整備に当たり補助制

度を活用する場合は、定期借地権の設定期間が原則として財産処分制限期間以上であるこ

と。）とする。 

建物の貸付けについては、都における将来の利用計画など当該都有地等の個別の事情等を

勘案し、別に定める公募要項において定めるものとする。 

 

（貸付料及び保証金等の減額） 

第１２条 貸付料及び保証金又は敷金は、都において別途決定する。 

２ 前項の貸付料の決定に当たって、第２条第１項に定める対象施設、同条第２項に定める併

設施設等及び同条第３項に定める併設病院等を整備する場合は、併設病院等の整備に用いる

都有地等に係る部分を除き、通常に算定された額から５０％の減額を行う。 

ただし、土地の貸付けにおいて、令和６年４月１日から令和９年３月 31 日までの間に公募を

開始した案件については、貸付対象となる土地の 1㎡当たりの更地価格（以下「土地価格」とい

う。）によって減額率が変わる仕組みとし、土地価格が都内住宅地の地価公示平均額を考慮して

設定した 1㎡当たり 400,000 円（以下「一定額」という。）を超える場合には、併設病院等の整

備に用いる都有地等に係る部分を除き、以下の計算式によって減額率を算定する。 

  なお、減額率については、小数点以下第 2位までとする（小数点以下第 3位がある場合、これ

を四捨五入する。）。 

減額率 ＝ １－｛（土地価格 － 一定額）× 0.1 ＋ 一定額 × 0.5｝÷ 土地価格 

３ 土地を貸し付ける場合の保証金は、定期借地権設定契約の場合、貸付料月額の３０月分と

し、事業用定期借地権等設定契約の場合、貸付料月額の１２月分とする。 

建物を貸し付ける場合の敷金は近傍類似の賃貸事例を考慮して設定するものとする。 

ただし、土地の貸付けにおいて、平成２６年８月２０日以降に公募を開始した案件については、

都と区市町村との間で補償に関する協定を締結する場合には、東京都公有財産規則（昭和３９年

東京都規則第９３号）第３６条の２第１項ただし書に定める取扱いをすることができる。 

 

（貸付料の改定） 

第１３条 都は、前条第１項の貸付料が土地価格の変動により、若しくは近隣の土地若しくは建物

の貸付料と比較して不相当となった場合、又は貸付けの対象施設に関する補助制度の変更等の状

況の変化があった場合には、貸付料を改定することができる。 

 

（使用状況の確認） 

第１４条 福祉局長は、土地の使用方法が貸付条件に適合しているか等を確認するため、必要

に応じ、調査を行うものとする。 

２ 福祉局長は、前項の調査において、その使用方法が不適切と認めたときは、借受者に対し

改善を勧告するものとする。勧告により、改善がみられない場合は、貸付契約を解除するも

のとする。 

３ 福祉局長は、報告期限を定めて、借受者に借受都有地等使用状況報告書（別記第４号様式）

を提出させるものとする。 

４ 福祉局長は、財務局長から求めがあった場合は、第１項に定める調査を行い、財務局長に

報告するものとする。 
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（貸付けの開始時期） 

第１５条 この要綱による貸付契約に基づく貸付けは、令和 12 年３月 31 日までに開始するも

のとする。 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、福祉局長が

別に定める。 

     

   附 則 

 この要綱は、平成１９年３月２３日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年３月２６日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年３月２４日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年 6月 2日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年１１月１３日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年３月３日から施行する。 

 

   

附 則 

 この要綱は、平成２９年５月２日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

   附 則 
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この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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 別表１（第２条関係） 

 

第２条２項に定める併設施設等 

 

種  別 主な根拠規定 

老人デイサービスセンター 老人福祉法第２０条の２の２ 

老人短期入所施設 老人福祉法第２０条の３ 

養護老人ホーム 老人福祉法第２０条の４ 

特別養護老人ホーム 老人福祉法第２０条の５ 

軽費老人ホーム 老人福祉法第２０条の６  

老人福祉センター 老人福祉法第２０条の７ 

老人介護支援センター 老人福祉法第２０条の７の２第１項 

有料老人ホーム 老人福祉法第２９条第１項 

介護老人保健施設 介護保険法第８条第２８項 

介護医療院 介護保険法第８条第２９項 

居宅サービス事業※１を行う事業所 介護保険法第７０条第１項  

地域密着型サービス事業※２を行う事業所  介護保険法第７８条の２第１項 

居宅介護支援事業を行う事業所 介護保険法第７９条第１項 

介護予防サービス事業※３を行う事業所 介護保険法第１１５条の２第１項 

地域密着型介護予防サービス事業※４を行う事業所 介護保険法第１１５条の１２第１項 

介護予防支援事業を行う事業所 介護保険法第１１５条の２２第１項 

地域包括支援センター 介護保険法第１１５条の４６第１項 

地域支援事業（第１号事業）を行う事業所 介護保険法第１１５条の４５の５第１項 

事業所内保育事業を行う施設 児童福祉法第６条の３第１２項 

 

※１ 居宅サービス事業とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居

宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を行う事業をいう。 

※２ 地域密着型サービス事業とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生

活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及

び複合型サービスを行う事業をいう。 

※３ 介護予防サービス事業とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ

ビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短

期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福

祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。 

※４ 地域密着型介護予防サービス事業とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多

機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業をいう。 
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 別表２（第８条関係） 

 

 

都有地等利用事業者選定審査会委員構成 

 

１ 福祉局高齢者施策推進担当部長 

２ 福祉局企画部企画政策課長 

３ 福祉局企画部計理課長 

４ 福祉局総務部調整担当課長 

５ 福祉局高齢者施策推進部企画課長 

６ 福祉局高齢者施策推進部介護保険課長 

７ 福祉局高齢者施策推進部施設支援課長 

８ その他、福祉局長が必要と認めた者 
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都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業の貸付対象事業者について 

 

１９福保高施第９９８号 

平成２０年３月２６日 

改正 ２２福保高施第２２６１号 

平成２３年６月２日 

改正 ２６福保高施第２３７６号 

平成２７年４月１日 

改正 ３ ０ 福 保 高 施 第 ９ ８ 号 

平成３０年４月１９日 

 

 

 

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）（平成１９年３月２３日付１

８福保高施第６３７号）第４条に規定する貸付対象者は、以下に定める民間事業者とする。 

 

 １ 認知症高齢者グループホーム 

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人 

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人 

（４） 一般社団法人及び一般財団法人 

（５） 農業協同組合法に基づく農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組

合法に基づく消費生活協同組合及び消費者生活協同組合連合会 

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社 

（７） 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合 

  

 ２ 特別養護老人ホーム 

（１）社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

 

 ３ 介護老人保健施設 

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人 

（３） 平成１１年３月３１日付厚生省告示第９６号に規定する介護老人保健施設を開設でき

る者 

 

 ４ 軽費老人ホーム 

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人 

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人 

（４） 一般社団法人及び一般財団法人 

（５） 農業協同組合法に基づく農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組

合法に基づく消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社 
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（７） 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合 

（８） その他法令に基づき法人格を与えられた者であって、東京都知事が適当であると認め

たもの 

 

 ５ 小規模多機能型居宅介護事業所 

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人 

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人 

（４） 一般社団法人及び一般財団法人 

（５） 農業協同組合法に基づく農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組

合法に基づく消費生活協同組合及び消費者生活協同組合連合会 

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社 

（７） 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合 

 

 ６ 複合型サービス事業所 

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人 

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人 

（４） 一般社団法人及び一般財団法人 

（５） 農業協同組合法に基づく農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組

合法に基づく消費生活協同組合及び消費者生活協同組合連合会 

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社 

（７） 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合 

 

 ７ 介護医療院 

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人 

（３） 平成３０年３月３０日付厚生省告示第１８１号に規定する介護医療院を開設できる者 
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都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業に関する利用事業者審査基準 

 

 

１９福保高施第９９８号 

平成２０年３月２６日 

 改正 ２６福保高施第２３７６号 

平成２７年４月１日 

改正   ５福保高施第６０３号 

令和５年７月１日 

    

 都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）（平成１９年３月２３日付１８

福保高施第６３７号）第８条第２項に規定する利用事業者の審査基準は下記のとおりとする。 

 

（１）組織運営に関する事項 

１－１ それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき、適切な構成の運営組織

による事業運営が行われると認められること。 

１－２ 当該事業の事業内容について、理解と熱意を十分に有していること。 

１－３ 指導検査等において、過去に問題点がないか、あるいは過去に指摘された問題点が十分

に改善されていること。 
 

（２）財政運営に関する事項 

２－１ 施設整備資金のほかに事業開始当初の運営資金が確実に確保されていること。 

２－２ 法人としての財政状況及び収支状況が健全であること。 
 

（３）事業運営に関すること 

３－１ 当該事業を実施するにあたって必要な事業者指定等を受ける見込みがあること。 

３－２ 当該事業の経験のある社会福祉法人、医療法人等との連携を図ることができ、必要に応

じてその支援を得られること。 

３－３ 法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしていること。 
 

（４）事業計画に関すること 

４－１ 当該土地に当該施設の建設が可能であり、建築確認の見通しが確実であること。 

４－２ 計画にあたって当該区市町村の理解が得られていること。 

４－３ 当該建物は、当該施設に改修が可能であること。（建物を改修して利用の場合） 

４－４ 当該事業を継続的・安定的に運営するために必要な資金計画・収支計画が策定されてお

り、事業開始から１０年以上継続して事業を行う見込みがあること。 
 

（５）その他 

５－１ 事業計画や過去の実績等を総合的に勘案し、安定的な事業運営が図られ、質の高いサ－

ビスが継続的に提供されると判断されること。 

 

 以上に定めるものの他、福祉局長は、個別事案に応じて、必要な審査基準を別途定めること

ができるものとする。 

 


